
第４０号議案 

 
   加東市福祉医療費助成に関する条例及び加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 加東市福祉医療費助成に関する条例及び加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年６月１日提出 

加東市長 岩 根  正 

 

加東市条例第  号 

 

   加東市福祉医療費助成に関する条例及び加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （加東市福祉医療費助成に関する条例の一部改正） 

第１条 加東市福祉医療費助成に関する条例（平成１８年加東市条例第１０７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように

改める。 

改   正   前 改   正   後 

（助成対象者） 

第３条 〔略〕 

２ 前項に掲げる者のうち、高齢期移行者、重度障害者、母子家

庭の母、父子家庭の父及び遺児（養育者がある場合は、当該養

育者）にあっては、それぞれ次に掲げる要件を備えているもの

（助成対象者） 

第３条 〔略〕 

２ 前項に掲げる者のうち、高齢期移行者、重度障害者、母子家

庭の母、父子家庭の父及び遺児（養育者がある場合は、当該養

育者）にあっては、それぞれ次に掲げる要件を備えているもの
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とする。 

(1) 〔略〕 

(2) 重度障害者 重度障害者、当該重度障害者の配偶者（婚姻

の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を

含む。）及びその重度障害者の生計を維持するその重度障害

者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定

める扶養義務者の医療保険各法の給付が行われた月の属する

年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条

第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によっ

て課する所得割を除く。以下「市町村民税の所得割」という。）

の額（同法第３１４条の７、附則第５条の４第６項、附則第

５条の４の２第５項及び附則第７条の２第４項の規定による

控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額

とする。以下同じ。）の合計額が２３万５千円未満であるこ

と。 

(3) 〔略〕 

３ 〔略〕 

とする。 

(1) 〔略〕 

(2) 重度障害者 重度障害者、当該重度障害者の配偶者（婚姻

の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を

含む。）及びその重度障害者の生計を維持するその重度障害

者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定

める扶養義務者の医療保険各法の給付が行われた月の属する

年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条

第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によっ

て課する所得割を除く。以下「市町村民税の所得割」という。）

の額（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第２

６条の２で定める規定による控除をされるべき金額があると

きは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。）の合計額

が２３万５千円未満であること。 

(3) 〔略〕 

３ 〔略〕 

 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

第２条 加東市福祉医療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように

改める。 

改   正   前 改   正   後 

 （定義）  （定義） 
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第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 
(1)～(25) 〔略〕 

(26) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及び全ての

世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度（医

療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間にあ

っては、前年度。以下同じ。）分の地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の規定による市町村民税（同法第３２８条の

規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）が課されて

いない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民

税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯

非課税者」という。）であり、かつ、その属する世帯の世帯

主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属

する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第

３１３条第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係

る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項第２２

号に規定する各種所得の金額（同法第３５条第２項に規定す

る公的年金等の支給を受ける者については、同条第４項中「次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」と

あるのは「８０万９，０００円」として同項の規定を適用し

て算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該

給与所得については、同条第２項の規定によって計算した金

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 
(1)～(25) 〔略〕 

(26) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及び全ての

世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度（医

療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの間にあ

っては、前年度。以下同じ。）分の地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の規定による市町村民税（同法第３２８条の

規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）が課されて

いない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民

税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯

非課税者」という。）であり、かつ、その属する世帯の世帯

主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属

する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第

３１３条第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係

る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項第２２

号に規定する各種所得の金額（同法第３５条第２項に規定す

る公的年金等の支給を受ける者については、同条第４項中「次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」と

あるのは「８２万６，５００円」として同項の規定を適用し

て算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該

給与所得については、同条第２項の規定によって計算した金
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額から１０万円を控除して得た金額（当該金額が零を下回る

場合には、零とする。）によるものとする。）並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。 

(27) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その

属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付

が行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行わ

れた月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法第３５条

第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下

同じ。）及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の

前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（所得税法第２８条第１項に規定する

給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第２

項の規定により計算した金額（租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第４１条の３の１１第２項の規定による控除

が行われている場合には、その控除前の金額）から１０万円

を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）

によるものとし、所得税法第３５条第２項に規定する公的年

金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同

項第１号に掲げる金額を控除して得た額とする。）をいい、

当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）の合計額が８０万９，０００円以下である者をいう。 

（助成対象者） 

額から１０万円を控除して得た金額（当該金額が零を下回る

場合には、零とする。）によるものとする。）並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。 

(27) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その

属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付

が行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行わ

れた月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法第３５条

第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下

同じ。）及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の

前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（所得税法第２８条第１項に規定する

給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第２

項の規定により計算した金額（租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第４１条の３の１１第２項の規定による控除

が行われている場合には、その控除前の金額）から１０万円

を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）

によるものとし、所得税法第３５条第２項に規定する公的年

金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同

項第１号に掲げる金額を控除して得た額とする。）をいい、

当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）の合計額が８２万６，５００円以下である者をいう。 

（助成対象者） 
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第３条 〔略〕 

２ 前項に掲げる者のうち、高齢期移行者、重度障害者、母子家

庭の母、父子家庭の父及び遺児（養育者がある場合は、当該養

育者）にあっては、それぞれ次に掲げる要件を備えているもの

とする。 

(1) 高齢期移行者 高齢期移行者のうち、医療保険各法の給付

が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及

び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計

所得金額の合計額が８０万９，０００円以下の者であって、

次のア又はイのいずれかに該当するものであること。 

ア・イ 〔略〕 

(2)・(3) 〔略〕 

３ 〔略〕 

第３条 〔略〕 

２ 前項に掲げる者のうち、高齢期移行者、重度障害者、母子家

庭の母、父子家庭の父及び遺児（養育者がある場合は、当該養

育者）にあっては、それぞれ次に掲げる要件を備えているもの

とする。 

(1) 高齢期移行者 高齢期移行者のうち、医療保険各法の給付

が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及

び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計

所得金額の合計額が８２万６，５００円以下の者であって、

次のア又はイのいずれかに該当するものであること。 

ア・イ 〔略〕 

(2)・(3) 〔略〕 

３ 〔略〕 

 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

 （加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正） 

第３条 加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例（平成１８年加東市条例第１２１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように

改める。 

改   正   前 改   正   後 

（助成対象者） 

第３条 この事業の助成の対象となる者は、高齢重度障害者で、

当該高齢重度障害者、その高齢重度障害者の配偶者（婚姻の届

出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。）

（助成対象者） 

第３条 この事業の助成の対象となる者は、高齢重度障害者で、

当該高齢重度障害者、その高齢重度障害者の配偶者（婚姻の届

出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。）
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及びその高齢重度障害者の生計を維持するその高齢重度障害者

の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める

扶養義務者の療養のあった月の属する年度（療養のあった月が

４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の

規定による市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる

所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）

の額（同法第３１４条の７、附則第５条の４第６項、附則第５

条の４の２第５項及び附則第７条の２第４項の規定による控除

をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。）

の合計額が２３万５千円未満であるものとする。 

 

２ 〔略〕 

及びその高齢重度障害者の生計を維持するその高齢重度障害者

の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める

扶養義務者の療養のあった月の属する年度（療養のあった月が

４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の

規定による市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる

所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）

の額（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第２６条

の２で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、

当該金額を加算した額とする。）の合計額が２３万５千円未満で

あるものとする。 

２ 〔略〕 

 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

第４条 加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように

改める。 

改   正   前 改   正   後 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) 〔略〕 

(3) 低所得者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) 〔略〕 

(3) 低所得者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。
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以下「法」という。）の規定による療養、保険外併用療養費又

は訪問看護療養費に係る療養（以下「療養」という。）のあっ

た月の属する年度（療養のあった月が４月から６月までの間

にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の規定による市町村民税（同法第３２８条の規定によ

って課する所得割を除く。）が課されていない者（市町村の条

例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含

むものとする。）であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び

全ての世帯員が療養のあった月の属する年の前年（療養のあ

った月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第３５条第２項第１号に規定する公的年金

等の収入金額をいう。）及び療養のあった月の属する年の前年

の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（所得税法第２８条第１項に規定する給与

所得を有する者については、当該給与所得は、同条第２項の

規定により計算した金額（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第４１条の３の１１第２項の規定による控除が行

われている場合には、その控除前の金額）から１０万円を控

除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）に

よるものとし、所得税法第３５条第２項に規定する公的年金

等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項

第１号に掲げる金額を控除して得た額とする。）をいい、当該

以下「法」という。）の規定による療養、保険外併用療養費又

は訪問看護療養費に係る療養（以下「療養」という。）のあっ

た月の属する年度（療養のあった月が４月から６月までの間

にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の規定による市町村民税（同法第３２８条の規定によ

って課する所得割を除く。）が課されていない者（市町村の条

例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含

むものとする。）であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び

全ての世帯員が療養のあった月の属する年の前年（療養のあ

った月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第３５条第２項第１号に規定する公的年金

等の収入金額をいう。）及び療養のあった月の属する年の前年

の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（所得税法第２８条第１項に規定する給与

所得を有する者については、当該給与所得は、同条第２項の

規定により計算した金額（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第４１条の３の１１第２項の規定による控除が行

われている場合には、その控除前の金額）から１０万円を控

除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）に

よるものとし、所得税法第３５条第２項に規定する公的年金

等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項

第１号に掲げる金額を控除して得た額とする。）をいい、当該
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合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。）の合計額が

８０万９，０００円以下であるものをいう。 

(4) 〔略〕 

合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。）の合計額が

８２万６，５００円以下であるものをいう。 

(4) 〔略〕 

 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、第１条及び第３条の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費又は高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。 
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   加東市福祉医療費助成に関する条例及び加東市高齢重度障害者医療費助成に関

する条例の一部改正（要旨） 
 
１ 改正理由 
  国民年金額の引き上げにより、福祉医療費助成に係る県実施要綱の低所得区分の基準額

が引き上げられることに伴い、市の福祉医療費助成の低所得区分の基準額について、同様

の引き上げを行うものである。また、地方税法の改正などにより、引用規定を整理するも

のである。 
 

２ 改正内容 

(1) 加東市福祉医療費助成に関する条例の一部改正（第１条関係） 

所要の文言整理を行うこと。（第３条） 

(2) 加東市福祉医療費助成に関する条例の一部改正（第２条関係） 

低所得区分の認定に係る基準額を８０万９，０００円から８２万６，５００円に改め

ること。（第２条及び第３条） 

(3) 加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正（第３条関係） 

所要の文言整理を行うこと。（第３条） 

(4) 加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正（第４条関係） 

低所得区分の認定に係る基準額を８０万９，０００円から８２万６，５００円に改め

ること。（第２条） 

 

３ 市民負担への影響 

 低所得基準引き上げに伴い、従前は一般の区分であった者のうち、新たに低所得区分に

該当する者については、医療費の自己負担額が減少する。 

 

４ 市財政への影響 

低所得区分の対象者の増に伴い、扶助費の歳出額が１０万３，４００円増加し、県補助

金の歳入額が５万４，１００円増加となり、差引４万９，３００円の市負担増が見込まれ

る。 

 

５ 施行期日 

(1) ２(1)及び(3)関係 公布の日 

(2) ２(2)及び(4)関係 令和８年７月１日 

第４０号議案 要旨  
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